
（様式－１ 表紙） 

 

 

  １ 調査名称：平成 31 年度富士宮市都市計画道路必要性再検証業務 

 

 

 

 ２ 調査主体：富士宮市 

 

 

 ３ 調査圏域：岳南都市圏 

 

 

 ４ 調査期間：令和元年度 

 

 

 ５ 調査概要： 

 

都市計画道路の多くは、高度経済成長期における人口増加や交通量の増大などに対

応するため、長期的な視点から決定されてきた。しかし、現在日本の多くの都市にお

いては、人口減少と少子・高齢化の進展、低成長経済など、都市を取り巻く社会経済

状況が大きく変化していくことが予測されており、富士宮市もその例外ではない。し

たがって、今後は都市計画行政においても、それらに対応していく必要があると考え

られる。 

このような状況にあっては、都市構造の骨格をなす都市計画道路は、今後一層、重

点化を図りながら効率的な整備を進めることが必要となる。また、都市計画決定後、

長期間が経過してもいまだ事業に着手していない都市計画道路が存在する実情なども

踏まえ、今一度、現在決定されている都市計画道路について、計画決定当時と必要性

や役割に変化がないか、事業実現上の合理性に問題がないかなどを再検証することが

重要な課題となっている。 

本市においては、平成20年度から22年度にかけて実施した第1回都市計画道路必要

性再検証から10年が経過し、人口減少や少子高齢化など社会を取り巻く環境及び、新

東名高速道路の整備など、都市交通体系や社会情勢が変化するとともに、平成31年4

月に岳南都市圏都市交通マスタープランが策定されたことを受けて、現在の富士宮市

の状況を反映した都市計画道路の必要性再検証を実施する。 

 

 

 



（様式－２ａ 調査概要） 

 

Ⅰ 調査概要 

 

 １ 調査名称：平成 31 年度富士宮市都市計画道路必要性再検証業務 

 

 

 

 ２ 報告書目次 

 

1   再検証対象区間の選定 

1.1 再検証対象区間選定の方法 

1.1.1 選定の基本方針 

1.1.2 選定手法 

1.2 除外路線 

1.3 区間の分割 

1.3.1 区間分割の方法 

1.4 除外区間の設定 

1.4.1 除外区間の設定方針 

1.4.2 富士宮市の都市計画道路区間の区分と整備状況 

1.5 再検証対象区間の設定 

 

2   都市計画道路の必要性再検証 

2.1 必要性再検証の基本方針 

2.1.1 必要性再検証の基本方針 

2.1.2 評価指標 

2.1.3 判断基準 

2.2 個別評価方法 

2.2.1 一般的な道路機能 

2.2.2 防災・観光振興 

2.3 都市計画道路必要性再検証結果 

2.3.1 一般的な道路機能 

2.3.2 防災・観光振興 

2.4   必要性検証結果一覧 

 

 

 

 



3    都市計画道路の合理性再検証 

3.1 合理性再検証の基本方針 

3.1.1 合理性再検証の基本方針 

3.1.2 評価指標 

3.1.3 判断基準 

3.2 個別評価方法 

3.2.1 立地的な制約 

3.2.2 計画の妥当性 

3.2.3 交通・土地利用との整合性 

3.3 都市計画道路合理性再検証結果 

3.3.1 立地的な制約 

3.3.2 交通・土地利用との整合性 

3.4 合理性検証結果一覧 

 

4    仮ネットワークの設定 

4.1 仮ネットワークの設定方針 

4.1.1 設定フロー 

4.1.2 必要性による判定 

4.1.3 合理性による判定 

4.1.4 ネットワークへの反映 

4.1.5 判定結果 

4.2 仮ネットワークの設定 

 

5   道路網での検証 

5.1 将来交通量の予測 

5.1.1 交通量配分手法の設定 

5.1.2 配分ケース 

5.1.3 配分結果 

5.2 道路網での検証 

5.2.1 個別路線の検証 

5.3   最終見直し方針 

 

 

 

 

 

 

 



                                                     （様式－２ｂ 調査概要） 

 

 ３ 調査体制 

 

富士宮市都市計画道路必要性再検証庁内検討会 

 

 

富士宮市都市計画道路必要性再検証庁内検討会 事務局 

(富士宮市都市計画課) 

 

 ４ 委員会名簿等： 

    

 所  属 役 職 等 

委 員 企画戦略課 課長 

委 員 市民生活課 課長 

委 員 市民生活課交通対策室 室長 

委 員 農業政策課 課長 

委 員 観光課 課長 

委 員 商工振興課 課長 

委 員 環境企画課 課長 

委 員 花と緑と水の課 課長 

委 員 管理課 課長 

委 員 道路課 課長 

委 員 河川課 課長 

委 員 都市整備課 課長 

委 員 都市整備課 参事 

委 員 建築住宅課 課長 

委 員 水道工務課 課長 

委 員 下水道課 課長 

委 員 危機管理局 局長 

委 員 警防課 課長 

委 員 学校教育課 課長 

委 員 文化課 課長 
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Ⅱ 調査成果 

 

 １ 調査目的 

本市では、静岡県が平成 16 年度から 18 年度にかけて実施した岳南都市圏総合都市交通体系調査に

おいて算出した将来の交通量推計及び、平成 20 年度に策定した富士市都市計画道路必要性再検証ガ

イドラインに基づき、平成 23 年度までに都市計画道路網の見直し、都市計画道路の変更を行った。 

 岳南都市圏では、前回の調査から 10 年が経過し、人口減少や少子高齢化など社会を取り巻く環境及

び、新東名高速道路の整備など、都市交通体系も大きく変化している。このような社会情勢の変化に

伴い、交通体系のあり方の再検証が急務となっていたため、静岡県が平成 27 年度から 30 年度にかけ

て、第２回岳南都市圏総合都市交通体系調査を実施した。 

本市においても、社会情勢の変化に対応した都市計画道路網の再構築が求められており、第２回岳南

都市圏総合都市交通体系調査の結果を速やかに反映するべく、都市計画道路網の見直しを検討する。 

 

 ２ 調査フロー 

        

整

理 

・ 

参

照 



 ３ 調査圏域図 
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 ４ 調査成果 

 

別紙参照   
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Ƃ ˎ Ʒ ȕ ȭ ȸ ƃᚨ ܭ

Ƃ ˎ Ʒ Ǥ ȡ ȸ ƃᚨ ܭ Ǹ

再検証対象区間

必要性による判定

合理性による判定

必要性が高い

必要性が低い

合理性に欠ける点が
ない or 少ない

合理性に欠ける点が
多い

変更(仮)又は廃止(仮)現決定を維持(仮) 



ư Ʒᢊ ዡ ౨ ඥែ◌ ᚰı ･

ư Ơ ƨ ˎ ȍ ȃ Ȉ ȯ ȸ ǯ ƴ ƍ Ư ˳ ư Ʒ ƍ Ǉ Ƣᢊ ዡ ౨ែ◌ ᘍᚨ ܭ ᚰˌ ɥ Ɠ Ŵ μ Ǜ ŵ

ư Ʒ Ƹ ݩ ʩ Ʒ Ə Ɯ Ʊ ư ʩᢊ ᡫ ᡫዡ ౨ ஹ ਖ਼ែ◌ ᘍ ᐯᚰ ᚘŴ ･ Ǜ ž ѣ ･ ȷ ʩ ᡫπσ (Ȑ ሁǹ )

Ʒ Ʒ ݩ  � Ʊ Ʒ ӳ ࣱ ȍ ȃ Ȉ ȯ ȸ ǯ Ʒ Ʒ Ɣո ዓೞ ൦ ◌ਃ ஹ ◌ૢ ౨แ ໜᏡ ᣃ ᚇſž ･ ſž ſ ǒ

ƍ ƕ ơ ƕ Ƌ Ƹբ ဃ ◌ऀᘍᚰ Ǜ Ŵ ･ ǔ Ǖ ǔ ӳ ˎ ȍ ȃ Ȉ ȯ ȸ ǯ Ơ ˳ Ʊ Ơᢊ ዡႺ ែ◌ᙸǛ Ŵ μ

Ư ◌ૢ ӳ Ǜ Ǖǔ Ə ƴ ƍ Ǉ Ƣ◌ૢ ᘍᛦǑ Ǜ ŵ

ƴ ˳ ư Ʒ Ʒᢊ ዡ ౨ែ◌ ໜᚰ ᚇˌ ɦ Ŵ μ Ǜᅆ ･ ･ ･ ŵ

Ʒ౨ ໜᚰ ᚇ
ʩ Ʒᡫ ೞ ൦ แᐯ Ꮱѣ ･

Ʒ ◌ਃ

ȷ  � Ơ ƨ Ɯ Ʊ ƴ Ƭ Ư ʩ Ʒ ȸ ȓ Ȭ ȫᡫഥ ᐯǑ Ŵ ѣ ･ ǵ ǹ ș

ƴ ƕ� ơ Ƴ ƍ Ɣဃ◌ૅ

ʩ ᡫπσ (Ȑ ሁǹ )Ʒ ೞ ൦Ꮱ

Ʒ ◌ਃแ

 � Ơ ƨഥȷ Ɯ Ʊ ƴ Ƭ Ư ʩ ᡫǑ Ŵ πσ (Ȑ ሁǹ )･ ǵ･ ･ ǹ

･ ･ ･ș ƕ� ơ Ƴ ƍ Ɣဃ◌ૅ

ݩ  � Ʊ Ʒ ӳ ࣱஹ ◌ૢᣃ ･ ȷ Ʒዻ ･ϐ ȍ ȃ Ȉ ȯ ȸ ǯ Ʊ ܷ ◌݈  �Ʒ ݩ  � Ʊ Ʒஹ ◌ૢᣃ ･

ӳ ･  Ǖǔ･

ȍ ȃ Ȉ ȯ ȸ ǯ Ʒ ԗ Ʒո ዓ  ȷ Ɣᢊ ዡែ◌ ǒܔ ᇌ Ơ ƨ ƕ ơ Ƴ ƍ Ɣ᧓ ဃғ



˳ ư Ʒᢊ ዡ ኽ౨ ௐែ◌ ᚰŦ μ
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※必要性と合理性の検証項目、評価の観点については、④区間単位の必要性検  

証に記載しています。

仮設定

区分
該当区間 区間単位での検証結果と主な内容・課題等 再検証結果(案)

必
要
性
が
低
い
２
路
線

小泉元城町線

（26-2～26-3） 

・本区間を廃止した場合でも、既存道路網等で必要

な機能は対応可能である。廃止による自動車交通

や公共交通への影響は小さく、将来都市像との整

合性やネットワークの連続性にも問題ない。

廃止

大岩淀師線

（71-6） 

・本区間を廃止した場合、71-5区間が県道白糸富

士宮線と接続するが、計画相当の規格を有して

いないため、ネットワークの連続性が確保され

�ない。

現決定を維持

必
要
性
は
高
い
が
合
理
性
に

欠
け
る
点
が
多
い
４
路
線

田中阿幸地線

（25-4） 

・本区間を廃止した場合、隣接する主要地方道富

　士富士宮由比線の混雑度が1.25を超えてしまう

　上、現道が計画相当の規格を有していないことか

　らネットワークの連続性も確保されない。

現決定を維持

山本大中里線

（68-5） 
現決定を維持

西富士宮駅

大中里線

（73-2） 

・本区間を廃止した場合、主要地方道富士宮芝川線
　の混雑度が1.25を超えてしまう。また、本 区間
　は環状機能を有し、交通ネットワーク形成上の重
　要な役割を担う。

現決定を維持

岳南北部幹線

（80-1） 

・本区間を廃止しても、既存道路網及び代替路線で
　必要な機能は対応可能であり、将来都市像との整
　合性やネットワークの連続性にも問題ない。 　 廃止 

変更(4車→2車) 
岳南北部幹線

（80-2~10） 

・本区間を廃止した場合、主要地方道富士宮芝川線
　の混雑度が1.25を超えてしまう。また、本 区間　
　は環状機能を有し、交通ネットワーク形成上の重
　要な役割を担う。

・本区間を4車線から2車線に変更した場合で

も、自動車交通や公共交通への影響は小さく、

将来都市像及びネットワークの連続性について

�も問題ない。
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凡 例

廃⽌
現決定を維持

変更（4⾞線⇒2⾞線）


